
 

 
 
 
 

 

 
 

 

桐生信用金庫（理事長 津久井 真澄）は、経済産業省が実施する令和 5 年度「省エネルギー設備

投資に係る利子補給金」の指定金融機関に二年連続で採択されましたのでお知らせします。 

当金庫は本事業を通して、お客さまの使用エネルギー削減に向けた取り組みを支援し、お客さまの SDGs や

脱炭素化に関する課題解決をサポートします。 

記 

１．事業概要 
   

名称 令和 5年度「省エネルギー設備投資に係る利子補給金」 

執行団体 一般社団法人 環境共創イニシアチブ 

採択日 令和 5年 5月 19日 

対象要件 

下記のいずれかを満たす事業への融資が対象 

・ エネルギー消費効率が高い省エネルギー設備を新設・又は増設する事業 

・ 省エネルギー設備等を新設、又は増設し、工場・事業場等におけるエネルギー消費

原単位が 1％以上改善される事業 

・ データセンターのクラウドサービス活用や EMS の導入等による省エネルギー取組に関

する事業 

利子補給 

・ 利子補給金制度の 1事業あたりの上限金額は 100億円 

・ 利子補給期間      ：最長 10年間 

・ 利子補給率        ：最大 1.0% 

融資利率の範囲 利子補給利率 

1.1％ ≦ 融資利率 利子補給率 ≦1.0% 

0.1% ≦ 融資利率 ＜ 1.1% 利子補給率 ≦ 融資利率 － 0.1% 

融資利率 ＜ 0.1% 対象外 
 

申請期間 

受付期間内にお客さまと当金庫が共同で作成した「融資計画書」を提出する必要が   

ございます。 

第 1回 令和 5年 5月 26日～令和 5年 6月 23日 

第 2回 令和 5年 6月 30日～令和 5年 8月 10日（予定） 

その他 条件の詳細につきましては、お問い合わせください。 
   

以上 

 

 

 

令和 5年度「省エネルギー設備投資に係る利子補給金」の 

指定金融機関の採択について 

NEWS RELEASE 

（本件に関するお問い合わせ先） 

桐生信用金庫 営業革新部 

TEL：0276-45-8192（直） 

令和 5年 5月 26日 
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